
◎森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正す

る法律 
（令和三年三月三一日法律第一五号）   

一、 提案理由（令和三年三月一〇日・衆議院農林水産委員会） 

○野上国務大臣 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しており、

この二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止の機能の持続的な発揮を確保するために

は、適正に森林が整備されることが重要であります。 

 このような中、森林吸収源対策の重要性及びパリ協定等をめぐる国際的な動向を踏ま

えると、我が国における森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き

続き間伐等の実施及び成長に優れた種苗の確保を促進するとともに、新たに成長に優れ

た苗木を用いた再造林の実施を促進する必要があります。 

 このため、令和十二年度までの間、間伐等に要する経費等に対する支援措置及び成長

に優れた種苗の母樹の増殖を促進するための支援措置を引き続き講ずるとともに、併せ

て成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進するための措置を講ずるため、この法

律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、現行法による支援措置の延長についてであります。 

 間伐等の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画

に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起

債の特例等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとしております。 

 また、成長に優れた種苗の母樹の増殖に取り組む計画を作成し、都道府県知事の認定

を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を令和十二

年度まで引き続き講ずることとしております。 

 第二に、成長に優れた苗木による再造林の実施を促進するための措置の創設について

であります。 

 都道府県知事は、農林水産大臣が定めた基本指針に即して、植栽に適した区域を定め

ることができることとし、この区域において成長に優れた苗木の植栽に取り組む計画を

作成し、都道府県知事の認定を受けた者は、林業・木材産業改善資金の償還期間の延長

等の措置を受けることができることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和三年三月一八日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

 まず、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につき



まして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令

和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、市町村が新たに同年

度までの間における特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成すること等ができるよ

うにするとともに、成長に優れた苗木の植栽を行う事業に関する計画の認定について定

め、当該認定を受けた者に対し、林業・木材産業改善資金の償還期間に関する特例措置

等を講ずるものであります。 

 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、翌十日野上農林水産大臣から趣旨の説明

を聴取し、昨十七日質疑を行いました。 

 質疑終局後、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

○附帯決議（令和三年三月一七日） 

 森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多

面的機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備

を推進することは極めて重要である。 

 また、パリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標の達成や二千五十年カーボンニュー

トラルの実現のためにも、引き続き、間伐や再造林等の森林整備を通じて、森林吸収量

の最大化を図っていくことが極めて重要である。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 再造林をはじめ、間伐等の森林施業による森林吸収源対策を着実に進めるため、森

林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。 

二 特定母樹の増殖に当たっては、遺伝的多様性に十分配慮すること。また、増殖した

特定母樹から採取される種穂の配布に当たっては、地域の苗木生産者が広く利用でき

るようにすること。 

三 再造林に当たっては、適地適木を原則とすること。また、特定苗木を用いた植栽に

ついては、地域の実情も踏まえつつ、区域指定や施業の基準となる考え方を国として

示すこと。 

四 未更新地の解消を図るため、再造林に係る省力化・効率化、苗木供給量の拡大、苗

木生産者の支援に係る施策を拡充すること。 

五 森林資源の循環利用の確立に向け、林業労働力の育成・確保に向けた施策の拡充、

賃金・労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策を強化すること。 



六 二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸

化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、ＣＬＴや耐火部材等の

活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めると

ともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。 

七 国有林野事業においても、国有林の一元的な管理経営の下、再造林、間伐等の森林

整備が着実に推進されるよう、適正な人員等の確保、人材の育成、技術の継承等に努

めること。 

八 台風等の自然災害による森林被害や山地災害が頻発している現状に鑑み、災害から

の復旧を迅速化し、今後の災害発生を予防する観点から、間伐をはじめとする適切な

森林整備を推進するとともに、災害発生リスクの増大を踏まえた治山対策を強化する

こと。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和三年三月二六日） 

○上月良祐君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全、強化を図るため、森林の間伐

等に対する支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずるとともに、成長に優れた苗木に

よる再造林の実施を促進するための措置を創設しようとするものであります。 

 委員会におきましては、森林吸収源対策において現行法が果たしてきた役割及び評価、

再造林を確保するための方策、国産木材の利用促進策等について質疑が行われましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対する

旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月二六日） 

 森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多

面的機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備

を推進することは極めて重要である。 

 また、パリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標の達成や二千五十年カーボンニュー

トラルの実現のためにも、引き続き、間伐や再造林等の森林整備を通じて、森林吸収量

の最大化を図っていくことが極めて重要である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 再造林をはじめ、間伐等の森林施業による森林吸収源対策を着実に進めるため、森



林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。 

二 特定母樹の増殖に当たっては、遺伝的多様性に十分配慮すること。また、増殖した

特定母樹から採取される種穂の配布に当たっては、地域の苗木生産者が広く利用でき

るようにすること。 

三 再造林に当たっては、適地適木を原則とすること。また、特定苗木を用いた植栽に

ついては、地域の実情も踏まえつつ、区域指定や施業の基準となる考え方を国として

示すこと。 

四 未更新地の解消を図るため、再造林に係る省力化・効率化、苗木供給量の拡大、苗

木生産者の支援に係る施策を拡充すること。 

五 森林資源の循環利用の確立に向け、林業労働力の育成・確保に向けた施策の拡充、

賃金・労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策を強化すること。 

六 二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸

化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、ＣＬＴや耐火部材等の

活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めると

ともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。 

七 国有林野事業においても、国有林の一元的な管理経営の下、再造林、間伐等の森林

整備が着実に推進されるよう、適正な人員等の確保、人材の育成、技術の継承等に努

めること。 

八 台風等の自然災害による森林被害や山地災害が頻発している現状に鑑み、災害から

の復旧を迅速化し、今後の災害発生を予防する観点から、間伐をはじめとする適切な

森林整備を推進するとともに、災害発生リスクの増大を踏まえた治山対策を強化する

こと。 

  右決議する。 

 


